
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  自署押印制度の改正                    

Ｑ：法人税の申告書に会社の代表者などの

自署押印が不要になったとか。どのようにな

ったのですか？                                      

                                              

Ａ：次のようになりました。 

【解説】 

法人税の申告書は、これまで、法人の代表

者及び経理責任者の自署押印が必要でしたが、

平成30年４月１日以後に終了する事業年度か

らは、経理担当者の自署押印が不要となりな

りました。また、代表者については、これま

でどおり、押印は必要となるものの自署から

記名に変わりましたので、手書きでなくても

パソコン入力で申告書に記すことが認められ

るようになりました。 

この取扱いの対象になるのは、法人税と地

方法人税ですので、たとえば消費税の申告な

どについては、従来通り、代表者の記名押印

と経理担当者の記名が必要になりますので、

注意してください。 

また、法人税の申告を電子申告する場合は、

これまで、代表者及び経理責任者の電子署名

及び電子証明書が必要でしたが、経理責任者

の電子署名と電子証明書が不要となり、代表

者については、代表者の電子署名に代えて代

表者から委任を受けた役員や社員の電子署名

をすることが認められるようになりました。

ただし、この場合には、電子委任状の添付が

必要になりますので、委任を受けた役員や社

員は電子証明書を取得しなければなりません。 
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